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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に
お
い
て
荷
を
移
動
さ
せ
る
作
業
の
う
ち
、
船
員
室
の
新
設
、

増
設
等
に
よ
り
総
ト
ン
数
が
五
百
ト
ン
以
上
と
な
っ
た
船
舶
（
五
百
十
ト
ン
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
揚
貨
装
置

を
用
い
な
い
で
行
う
も
の
を
、
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
か
ら
除
く
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
。



一
頁

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に
お
い
て
荷
を
移
動
さ
せ
る
作
業
の
う
ち
、
作
業
主
任
者
を
選

任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
か
ら
除
く
も
の
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
六
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
船
舶
を
、
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
船
員
室
の
新
設
、
増
設
等
に
よ
り
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
以
上
五
百
十
ト
ン
未
満
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
と
す
る
こ
と
。

第
二

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


